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ただし、登録申請の際に添付した 

書類等に変更があった場合は、利用日に変更後の書類を再提出してください。 

 

 

○利用登録方法について…毎年度利用登録が必要です。 

（１） 登録・申込み先：利用予定の休日保育実施施設に電話し、面接の予約をしてください。 

（面接には、利用希望のお子さんを同伴してください。） 

（２） 面接の際、用意する書類 

① 休日保育事業（定期利用・単発利用）登録申込書・・・各認可保育施設、又は保育課にあります。  

② 就労証明書【下記※参照】（就労理由の方のみ。） 

③ 支給認定証（認証保育所在園の方のみ） 

 【※就労証明書について】 

  ◆就労理由の方のみ提出してください。 

  ◆就労証明書の備考欄に日曜・祝日の出勤状況（毎週・隔週・月●回程度等）を記載してください。 

  ◆利用開始日前 6 か月以内に発行された就労証明書の写しで可。 

   ただし、就労内容に変更があった場合は、認定の変更手続きが別途必要ですので、事前に「新しい

就労証明書の原本」と「変更届」を保育課入園グループに提出してください。 

  ◆休日の勤務が令和 8 年４月以降新たに生じる場合は、就労証明書の特記事項欄に休日勤務が生じる

時期を明記してください。 

  ◆就労証明書の「証明日」が 1 月以前の場合、認可保育施設の継続利用のために「現況届」を提出す

る際には改めて就労証明書を提出していただく必要があります。 

◆就労理由以外の方は、別途書類が必要になります。「豊島区認可保育施設入園・転園・延長保育利用の

しおり」やホームページ等をご参照ください。 
 

 ○利用の決定および予約について   

（１）定期利用の場合 

◆面接終了後、保育園より「利用承諾通知書」または「利用不承諾通知書」が送付されます。（１～２週

間かかります） 

  ◆定期利用決定後、休日保育利用がない月が 3 か月以上続いた場合は、利用区分が「単発利用」に変更 

になります。 

  ◆令和 8 年 4 月からの利用を希望される方は、下記の期日までに登録手続きを済ませてください。5 月 

以降登録希望の方は随時受け付けますが、定員状況によってはご利用いただけない場合もあります。 

（２）単発利用・その他利用の場合   

  ◆面接終了後「利用承諾通知書」が渡されます。予約の際に必要となりますので、 

大切に保管しておいてください。 

◆登録申請の際に添付した書類等に変更があった場合は、利用日に変更後の書類を再提出してください。 

◆定期利用優先のため、利用状況によっては希望日にご利用できない場合もありますので、利用の可否

を電話予約の際に確認してください。 

  ◆利用登録は随時受け付けます。 

◆「単発利用」と「その他利用」の場合は、利用日当日に「利用申込書」が必要です。利用日に保育を必要

とする理由等について詳細を記入してください。 
 

＊家庭の状況及び就労状況に変更があった場合、保育課入園グループと利用施設へ書類の提出が必要です。

休日保育が必要でないことを確認できた場合、休日保育利用取消通知書により、登録を取消いたします。 

 

 

                   


